
外国人材の円滑な受入れに向けた環境の整備等 

を求める意見書 

 
外国人技能実習制度は、技能移転を通じた開発途上国への国際貢献を目的として

平成５年に導入された制度であるが、結果として日本の労働力不足を補っている側

面もある。令和２年に全国の労働局や労働基準監督署が監督指導を行った外国人技

能実習実施事業者のうち約７割で、労働基準関係法令違反が認められるなど環境整

備が十分とは言えない状況である。 

また、中小企業をはじめとした人手不足の解消を目的に平成31年４月、新たな在

留資格である「特定技能」が創設され、新たな外国人材の受け入れが可能となった

が、一定の専門性・技術力を有し即戦力となることが条件であるうえ、新型コロナ

の影響もあり受入れは進んでいない。 

地方においては、少子高齢化による生産年齢人口の減少に伴う人手不足に対応す

るために、外国人の労働力が求められているが、外国人材を受け入れる体制が整っ

ていない場合、労働力が確保できないことが懸念される。 

よって、国においては、事業者が外国人材を円滑に受入れられる環境を整備する

ため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 外国人が日本で生活するために必要な在留資格手続や社会保険制度をはじめと

した各種手続きを確実に行い、日本人労働者と同様の適正な労働条件を確保でき

るよう、受入企業等に対して、制度や手続きに関する十分な情報発信及び監督指

導を行うこと。 

２ 人材の確保が困難な地方における外国人材の受入れを促進するため、日本語教

育や生活支援に取組む地方自治体等に対して必要な財政措置の確保・充実を図る

こと。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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